
M A F F
MAFFとは農林水産省の英語表記
「Ministry of Agriculture, Forestry 
and Fisheries」の略称です。MAFF 
TOPICSでは農林水産省のお知らせ
を中心に、暮らしに役立つ様々な情
報をお届けします。

M A F F TOPICS

る
た
め
、
積
極
的
な
取
締
り
活
動
が

で
き
る
ほ
か
、
取
締
り
の
指
揮
・
命

令
系
統
や
通
信
部
局
な
ど
の
機
能
を

集
約
し
た
統
合
管
制
室
の
採
用
な
ど
、

取
締
り
機
能
も
、
大
き
く
向
上
し
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
小
型
取
締
艇
を
搭
載
し
、

監
視
カ
メ
ラ
や
探
照
灯
（
サ
ー
チ
ラ

イ
ト
）、
遠
隔
操
作
が
で
き
る
放
水

銃
の
ほ
か
、
外
国
語
を
表
示
し
て
相

手
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
電
光
掲

示
板
な
ど
、
最
新
の
装
備
を
持
つ
の

も
特
徴
で
す
。

　

こ
の
白
竜
丸
を
含
め
、
現
在
水
産

庁
の
漁
業
取
締
船
は
43
隻
（
平
成
27

年
1
月
か
ら
44
隻
体
制
に
な
る
予

定
）。で
は
、こ
の
漁
業
取
締
船
、い
っ

た
い
ど
ん
な
〝
お
仕
事
〞
を
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
？

水
産
資
源
の
保
護
と

漁
業
環
境
や
秩
序
の
維
持
に
尽
力

　

日
本
は
、
四
方
を
海
に
囲
ま
れ
、

6
，0
0
0
以
上
の
島
々
で
構
成
さ

れ
て
い
ま
す
。
国
土
面
積
は
小
さ

い
な
が
ら
も
、
※
排
他
的
経
済
水
域

（
E
E
Z
）
は
、
世
界
第
６
位
と
広

大
で
、
多
種
多
様
な
魚
貝
類
の
宝
庫

と
い
え
る
豊
か
な
漁
場
を
有
し
て
い

現
行
船
よ
り
大
型
化
し
て
、

荒
海
で
も
活
躍
が
可
能
に

　

水
産
庁
の
新
し
い
漁
業
取
締
船

「
白
竜
丸
」
の
進
水
式
が
7
月
2
日
、

山
口
県
下
関
市
の
三
菱
重
工
業
下
関

造
船
所
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
当
日
は

林
農
林
水
産
大
臣
が
「
白
竜
丸
」
と

命
名
し
た
後
、
船
を
つ
な
ぐ
支し

綱こ
う

と

呼
ば
れ
る
ロ
ー
プ
を
切
断
し
、
下
関

港
へ
静
か
に
進
水
し
ま
し
た
。

　

初
代
白
竜
丸
は
昭
和
40
年
、
現
行

船
は
昭
和
63
年
に
建
造
さ
れ
、
三

代
目
と
な
る
新
船
は
、
全
長
84
・
20

ｍ
、
幅
12
・
50
ｍ
、
総
ト
ン
数
1
，

5
9
5
ト
ン
と
、
現
行
船
よ
り
も

一
回
り
大
型
化
。
荒
れ
た
海
で
も
航

行
で
き
る
優
れ
た
耐
航
性
能
を
有
す

ま
す
。

　

こ
の
水
域
で
操
業
す
る
漁
業
者
は
、

国
籍
を
問
わ
ず
、
法
令
を
守
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
漁

業
取
締
船
は
こ
の
法
令
遵
守
や
、
違

法
操
業
の
摘
発
な
ど
を
行
う
の
が
主

な
仕
事
で
す
。

　

漁
業
取
締
船
に
は
、
水
産
庁
の
漁

業
監
督
官
が
乗
船
し
て
お
り
、
漁
業

者
が
ル
ー
ル
を
守
っ
て
操
業
し
て
い

る
か
、
乱
獲
や
密
漁
が
行
わ
れ
て
い

な
い
か
、
ま
た
、
漁
業
者
同
士
の
ト

ラ
ブ
ル
が
起
き
て
い
な
い
か
な
ど
、

常
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
監
視
や

指
導
、
立
入
検
査
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
違
反
事
案
に
つ
い
て
は
徹

底
的
に
捜
査
し
た
上
で
拿だ

捕ほ

・
立
件

し
、
検
察
庁
へ
送
致
を
行
う
な
ど
、

日
本
の
水
産
資
源
の
保
護
と
漁
業
環

境
や
秩
序
の
維
持
に
努
め
て
い
ま
す
。

悪
質
、巧
妙
化
し
て
い
る
違
法
操
業
は
、

け
っ
し
て
許
さ
な
い

　

外
国
漁
船
に
よ
る
違
法
操
業
は
、

年
々
悪
質
、
か
つ
巧
妙
化
し
て
い
る

の
が
特
徴
で
す
。
か
つ
て
は
、
日
本

の
水
域
で
無
許
可
操
業
を
行
う
違
反

が
多
く
発
生
し
て
い
ま
し
た
が
、
取

締
強
化
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
違

TOPICS

水産庁の最新取締船
白竜丸、間もなく出航！

数々の装備で、違法操業を摘発！

水産庁が建造していた漁業取締船白竜丸が、いよいよ10月末に完成し、11
月から取締航海に向かう予定です。そこで、白竜丸に搭載された最新鋭の装
備に加え、漁業取締船の大切な役割についても、わかりやすく紹介します。

くす玉が割られ、華 し々く進水する「白竜丸」

林大臣により「支綱」が切断されると、船体はゆっ
くりと進水

（右上）違反漁船を追跡中の漁業取締船と、取締艇。ときには、こうした追
　　　 跡が10時間以上に及ぶことも
（右下）操業時刻に合わせ、夜間に船の立入検査を実施することも多い
（左上）違法に仕掛けられた漁具を見つけ、すぐさま撤去
（左下）大量に押収された違法設置漁具

・全長：84.20ｍ
・全幅：12.50ｍ
・深さ：6.25ｍ
・総トン数：1,595トン

日本の水産資源を
守ってくれるのね

新「白竜丸」に搭載された
最新鋭の取締設備

違
反
を
発
見
し
、
拿
捕
に
い
た
る
例

も
多
い
よ
う
で
す
。

 

「
外
国
漁
船
の
違
法
操
業
が
年
々
悪

質
・
巧
妙
化
し
て
い
る
今
、
最
新
鋭

の
装
備
を
持
つ
白
竜
丸
の
就
航
に
は
、

大
い
に
期
待
し
て
い
ま
す
。
地
道
に

頑
張
る
漁
業
者
の
利
益
を
守
り
、
安

心
し
て
漁
業
が
営
め
る
よ
う
に
す
る

た
め
に
も
、
今
後
、
取
締
り
を
い
っ

そ
う
強
化
し
、
日
本
の
貴
重
な
水
産

資
源
を
守
る
と
い
う
使
命
を
全
う
し

た
い
で
す
ね
」
と
語
る
の
は
、
水
産

反
は
減
少
し
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、

「
高
性
能
レ
ー
ダ
ー
を
搭
載
し
て
、
漁

業
取
締
船
の
接
近
を
い
ち
早
く
察
知

し
、
違
法
操
業
の
機
会
を
う
か
が
う
」

な
ど
ハ
イ
テ
ク
化
、
組
織
化
し
た
違

反
事
例
も
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、「
漁
獲
割
当
量
よ
り
多
く

漁
獲
し
、
操
業
日
誌
に
漁
獲
量
を
過

小
に
記
載
す
る
」
違
反
も
増
え
て
い

ま
す
。
こ
れ
に
は
船
舶
へ
の
立
入
検

査
を
実
施
し
、
漁
業
許
可
の
内
容
を

遵
守
し
て
い
る
か
確
認
す
る
こ
と
で

庁
資
源
管
理
部
指
導
監
督
室
長
の
廣

野
淳
さ
ん
。

　

冒
頭
で
紹
介
し
た
白
竜
丸
は
、
10

月
末
に
完
成
・
引
渡
し
の
予
定
で
、

11
月
に
は
下
関
を
出
航
し
、
日
本
海

を
中
心
に
取
締
り
活
動
を
ス
タ
ー
ト

し
ま
す
。

　

わ
が
国
の
水
産
資
源
を
持
続
的
に

利
用
可
能
な
状
態
で
維
持
し
、
次
世

代
に
残
す
た
め
、
日
夜
奮
闘
す
る
漁

業
取
締
船
。
今
後
い
っ
そ
う
の
活
躍

を
期
待
し
た
い
で
す
ね
。

【主要目】

監視カメラ
夜間でも対象を
はっきり捕捉できる
高性能監視カメラ

長距離音響発生装置
狙った方向に、明瞭な大音声を発すること
ができるため、違法漁船が離れていても、
停船、退去命令などを行うことが可能

漁業取締船の、
緊迫感溢れる活動模様

電光掲示板
中国語、韓国語、ロシア語、
英語など複数の言語で、
メッセージを伝達可能

探照灯
（サーチライト）
キセノン式の強力
探照灯２灯を装備

遠隔操作放水銃
船橋から操作でき
る放水銃

取締艇
７ｍの取締兼交通艇
を装備

※排他的経済水域（EEZ）とは……日本の沿岸から200海里（約370km)内の水域で、日本が漁業など天然資源を
採ったりする活動を、他の国に邪魔されずに自由に行うことができる水域（EEZはExclusive Economic Zoneの略）。 202014　　 10月号21 2014　　 10月号


